
 

 

議案第１８号 

 

   静岡市職員の給与に関する条例及び静岡市一般職の任期付職員の採用及び

給与の特例に関する条例の一部改正について 

 

 静岡市職員の給与に関する条例及び静岡市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関す

る条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

  平成２９年２月１６日提出 

 

静岡市長  田 辺 信 宏     

 

   静岡市職員の給与に関する条例及び静岡市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に

関する条例の一部を改正する条例 

 （静岡市職員の給与に関する条例の一部改正） 

第１条 静岡市職員の給与に関する条例（平成15年静岡市条例第50号）の一部を次のように改

正する。 

  第13条の２第１項中「30万7,800円」を「30万8,000円」に改める。 

  第31条第２項第１号中「100分の80」を「100分の90」に、「100分の100」を「100分の110」

に改め、同項第２号中「100分の37.5」を「100分の42.5」に、「100分の47.5」を「100分の52.5」

に改める。 

  附則第37項中「100分の1.2」を「100分の1.35」に、「100分の1.5」を「100分の1.65」に、

「100分の80」を「100分の90」に、「100分の100」を「100分の110」に改める。 

第２条 静岡市職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。 

  第18条第２項第１号中「という。）」の次に「。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月

数で除して得た額（以下「１箇月当たりの運賃等相当額」という。）が５万5,000円を超える

とき（本市の要請により職員となったものその他市長が必要があると認める者に支給する場

合を除く。）は、支給単位期間につき、５万5,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額（そ

の者が２以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、

１箇月当たりの運賃等相当額の合計額が５万5,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係

る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、５万5,000円に当該支給単位期間の月数

を乗じて得た額）」を加え、同項第３号中「前２号に定める額」の次に「（１箇月当たりの運



 

 

賃等相当額及び前号に定める額の合計額が５万5,000円を超えるとき（本市の要請により職員

となったものその他市長が必要があると認める者に支給する場合を除く。）は、その者の通勤

手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、５万5,000円に当該支給単位期

間の月数を乗じて得た額）」を加える。 

第31条第２項第１号中「100分の90」を「100分の85」に、「100分の110」を「100分の105」

に改め、同項第２号中「100分の42.5」を「100分の40」に、「100分の52.5」を「100分の50」

に改める。 

  附則第37項中「100分の1.35」を「100分の1.275」に、「100分の1.65」を「100分の1.575」

に、「100分の90」を「100分の85」に、「100分の110」を「100分の105」に改める。 

 （静岡市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部改正） 

第３条 静岡市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例（平成22年静岡市条例

第５号）の一部を次のように改正する。 

  第９条第２項及び第３項中「100分の157.5」を「100分の167.5」に改める。 

第４条 静岡市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を次のように改

正する。 

  第９条第２項及び第３項中「100分の167.5」を「100分の162.5」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条及び第４条の規定は、平成29年４月

１日から施行する。 

 （適用） 

２ 第１条の規定による改正後の静岡市職員の給与に関する条例（以下「改正後の給与条例」

という。）第13条の２第１項の規定は平成28年４月１日から、改正後の給与条例第31条第２項

及び附則第37項の規定並びに第３条の規定による改正後の静岡市一般職の任期付職員の採用

及び給与の特例に関する条例（以下「改正後の任期付職員条例」という。）第９条第２項及び

第３項の規定は平成28年12月１日から適用する。 

 （給与の内払） 

３ 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第１条

の規定による改正前の静岡市職員の給与に関する条例又は第３条の規定による改正前の静岡

市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与

は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみな



 

 

す。  


